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摘　　要

近年，担い手の減少などにより放置される竹林の拡大が問題となっている。竹林拡大を抑止するためには，竹林所有者
のみならず，竹資源の活用を担う主体の参画・協働を創出することが必要である。本研究では，竹林面積が日本一である
鹿児島県において，障害者や高齢者の就業促進という社会課題を参画・協働を創出する契機として位置づけ，当事者によ
る問題解決（コミュニティ・ソリューション）の枠組みのもと，障害者や高齢者が放置竹林の整備や竹材加工の担い手と
なるコミュニティモデルの設計・実装を行った。具体的には，竹林整備を障害者就労支援施設や高齢者サロンの活動の一
環とすること，地域住民による竹林所有者との調整（無償貸与）を行うこと，利益確保が可能な小規模地域での構造とす
ることという 3 条件を満たすモデルを構築した。また，竹材の伐採から竹炭製造，土壌改良，農産物生産，食品加工，販
売に至るプロセスを導入し，各プロセスに多様な主体が参画できる枠組みとした。実装の結果，障害者の工賃向上と農産
物の収益性向上を達成するとともに，大崎町から薩摩川内市に展開した。本研究では，コミュニティによる協働を通じた
社会課題解決の実証，竹林を新たな職域とする就労機会の創出を行うことで，放置竹林の拡大問題に対する実装モデルの
有効性及び他地域への展開可能性を明らかにした。

Abstract

In recent years, the expansion of abandoned bamboo forests due to a decline in the number of people involved in their 

management has become a problem. In order to curb the expansion of bamboo forests, it is necessary to encourage participation 

and collaboration not only from bamboo forest owners but also from entities responsible for utilizing bamboo resources. In this 

study, we focused on Kagoshima Prefecture, which has the largest bamboo forest area in Japan, and positioned the social issue of 

promoting employment for people with disabilities and the elderly as an opportunity to create participation and collaboration. We 

designed and implemented a community model based on the community solution framework, where the affected parties—people 

with disabilities and the elderly—serve as key actors in bamboo forest maintenance and material processing. Specifically, we 

developed a model that meets three conditions: integrating bamboo forest maintenance into the activities of disability 

employment support facilities and senior citizen salons; having local residents negotiate with bamboo forest owners (free rental); 

and structuring the model for small-scale regions where profit generation is feasible. Additionally, we established a 

comprehensive value chain encompassing from bamboo harvesting to bamboo charcoal production, soil improvement, agricultural 

product production, food processing, and sales, creating a framework where diverse stakeholders can participate in each process. 

As a result of implementation, we achieved improvements in wages for people with disabilities and increased profitability of 

agricultural products, while expanding the initiative from Osaki Town to Satsumasendai City. This study demonstrated the 

effectiveness of the implementation model in addressing the issue of abandoned bamboo forests and its potential for expansion to 

other regions by proving the resolution of social issues through community collaboration and creating employment opportunities 

by redefining bamboo forests as new work domains.
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1．放置竹林の現状と課題

近年，担い手の減少などで放置される竹林の拡大が問題
となっている（嶋田，2019）。竹類は日本全国に生育してお
り，歴史的に道具，資材，日常生活や農業，漁業などにお
いて，必要不可欠な資源として存在してきた（鹿取・岩井，
1994）。しかしながら，筍を含む竹類生産品や竹材の輸入増
大，流通構造の変化，竹関連産業従業者の減少・高齢化な
どにより，1980 年代以降，国内各地で筍などの生産量が減
少している（Aoki，1987；常岡・薛，1998；中島，2001；
柴田，2003；鈴木，2008；岩松，2010； 鈴木ほか，2010）。
この生産量の減少に伴い，管理されない竹林，すなわち放
置竹林が増加し，周辺域へ拡大している。さらに拡大した
竹林も管理されず放置竹林化するという悪循環が生じてい
る（柴田，2003；篠原ほか，2014）。放置竹林の拡大は，隣
接する農地や林地への竹稈の侵入による農林産物への直接
的な被害に加え，生物多様性の衰退（奥富，2005；鈴木，
2010），地すべり発生の助長（日浦ほか，2004），保水機能
の低下（石賀ほか，2001；鳥居，2007）などを引き起こす
ことが指摘されている。

放置竹林の拡大は，竹林所有者の経済的インセンティブ
の低下に起因しており（柴田，2003），竹林の持続的管理に
は，新たなインセンティブに基づく管理システムの構築が
必要である。この課題に対して，竹資源の有効活用に関す
る先行研究では，竹炭の利用可能性が検討されている。竹
炭は土壌 pH の中和材としては適していないものの（南雲
ほか，2015），土壌への炭素貯留効果やカリウム肥料効果を
有することが示唆されており（南雲ほか，2014），土壌改良
材としての活用が期待されている（真鍋ほか，2020）。その
他，竹材のエネルギー資源としての利用における社会的枠
組み構築（一般社団法人協同総合研究所，2020）や放置竹
林の資源化ループの構築（深澤，2014）などの報告があり，
持続可能な竹の資源化モデルを構築するための条件とし
て，小規模・低投資なモデル構築が必要であると指摘され
ている。林野庁（2018）は，竹資源の継続的な利用には，
伐採・搬出費用と竹林産物から得られる収入を比較し，採
算性の確保が可能な低コスト生産・供給体制の構築が重要
であることを示し，さらに森田（2009）は，生産の担い手
の確保が最重要課題であると指摘している。これらの先行
研究は，竹資源の有効活用に向けた技術的可能性や社会的
枠組みの方向性を示すものであるが，その実現には担い手
の確保が不可欠である。本章で示した放置竹林の拡大防止
と竹資源の有効活用における担い手不足という課題に対
し，次章以降では高齢者や障害者といった社会福祉分野と
の連携による新たな担い手の創出と持続可能な竹資源活用
の可能性について述べる。

2．社会福祉分野との連携による新たな担い手の創出

2.1　高齢者・障害者の就業促進の必要性
日本では少子高齢化の進行により，2065 年には現役世代

1.3 人で 1 人の 65 歳以上の高齢者を支える社会が到来する
と推計されている（内閣府，2020b）。このような超高齢社
会への対応には，元気な高齢者（アクティブシニア）が支
える側に回ることが必要となるが，2020 年時点で，60 歳以
上の 59.0％が 65 歳を超えても収入を伴う仕事を望んでい
るにもかかわらず（内閣府，2020a），65 歳以上の就業率は
25.1％にとどまっている（総務省，2021）。生涯現役社会を
実現するため，雇用継続の延長や定年引上げに向けた環境
を整えるとともに，働きたいと願う高齢者の就業促進を図
る必要がある。

一方，2023 年時点で，全国には障害を有する者が約 1,160
万人いると推計されている（厚生労働省，2024）。日本にお
ける障害者の働く形態は，法的根拠のない障害者就労の類
型ではあるが，企業等の一般労働市場での「一般就労」と
障害者総合支援法に基づく就労継続事業所等を中心とした

「福祉的就労」がある（朝日，2016）。福祉的就労は，一般
労働市場への移行を目指した訓練を行う「就労移行支援事
業」と，継続的な就労をサポートする「就労継続支援 A 型
事業」及び「就労継続支援 B 型事業」に分類される。就労
継続支援 A 型事業（以下「A 型」という。）は事業所と利
用者である障害者が雇用契約を結び，就労継続支援 B 型事
業（以下「B 型」という。）は雇用契約を結ばないという点
で異なる。これらの福祉的就労においては，障害福祉サー
ビスを提供することから職員の賃金等については公的な制
度により報酬を得ることができ，障害者の賃金や工賃につ
いては，障害者の労働によって得られた生産活動収入から
原料費などを差し引いた残りから支払われる仕組みとなっ
ている（図 1）。一般企業や行政などで一般就労する者は
64.2 万人，厚生労働省が障害者の就労に係るさまざまな支
援を行う A 型・B 型・就労移行支援事業所において福祉的
就労している者は 44.9 万人，合計で 109.1 万人となってい
る。つまり，一般就労及び福祉的就労をする者は障害者全
体の 1 割程度，18 ～ 64 歳の障害者数 480 万人の中でも 2
割程度にすぎない（厚生労働省，2024）。このことから，障
害者に対しても働く機会の創出と就業促進を図る必要があ
る。なお，2023 年 3 月時点の障害福祉サービスの利用者は
A 型が約 8.4 万人，B 型が 32.9 万人，就労移行支援事業所
が約 3.6 万人である（厚生労働省，2024）。一般就労を選択
しなかった，もしくは一般就労で働くことができなかった
障害者の多くは，就労継続支援事業所（A 型もしくは B 型）
で働いていることから，本研究では，就労継続支援事業所
に焦点を置いて論じる。

キーワード：コミュニティ，地域資源，役割の設計，協働，社会実装
Key words：Community, Local resources, Role design, Collaboration, Social implementation
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2.2　農福連携への着目
前節で障害者や高齢者の就業促進の必要性を述べてきた

が，担い手や労働力が不足する農業サイドと，新たな働く
場を求める障害者等の福祉サイドの課題がマッチし，全国
的な広がり，ニーズの高まりを見せているのが農福連携で
ある（濱田，2015）。農林水産省によると，農福連携とは，
障害者等が農業分野で活躍することを通じ，自信や生きが
いを持って社会参画を実現していく取組をいう。農福連携
に取り組むことで，障害者等の就労や生きがいづくりの場
を生み出すだけでなく，担い手不足や高齢化が進む農業分
野において，新たな働き手の確保につながる可能性がある。
この考え方には障害者だけでなく，高齢者，生活困窮者，
触法障害者など社会的に生きづらさがある多様な人々が包
摂される。

この農福連携の広がりの背景には，障害者の工賃の低さ
がある。厚生労働省（2023）によると，2021 年度の障害者
の平均工賃（賃金）月額は，A 型が 81,645 円（鹿児島：75,968
円），B 型が 16,507 円（鹿児島：18,217 円）である。A 型で
は雇用契約に基づき最低賃金が保障されるが，B 型では雇
用契約を結ばないため，作業時間や内容の柔軟性は確保さ
れるものの，最低賃金が保障されない。厚生労働省（2007）
は「「工賃倍増 5 か年計画」を推進するための基本的な指
針」を策定し，全都道府県に対して福祉施設で就労する障
害者の工賃引き上げを要請した。関係者の努力により工賃
は緩やかな上昇傾向にあるが，十分な水準には達していな
い。就労継続支援事業所には，「障害者が安心して取り組め
る職業訓練の提供」という福祉的視点に加え，「授産事業か
らより多くの収益を得る」という経営的視点が求められて
いる（池田，2018）。

就労継続支援事業所は，資本主義経済システムの中での
個々の生産性や効率性という点からみれば，障害ゆえに不
利になることがあるが強みもある。例として，事業所が他
の企業と比べ小規模であるために小ロットにも対応できる
こと，ものづくりにおいては工程の多くが手づくりである
こと，ものづくりやサービス提供に手間がかけられること，

単調な作業を丁寧に行える人材が多いこと，企業よりも地
域や社会の様々な資源を使用できる可能性が高いことなど
が挙げられる。

このように，一見，弱みと思われる状態を，発想を転換
させることで強みに変え，他の企業にはメリットがない，
気づいていない，追随できない隙間を狙ったニッチ市場が
就労継続支援事業所の得意とするところである（中尾，
2017c）。これは，市場から求められる新たな経済価値の創
造でもあり，その手法としてプラスアルファの対価を支
払ってでも手に入れたいと思わせるプレミアム戦略（遠藤，
2007），企業が製品の売上から得られた利益を社会課題に取
り組む組織等に寄付をするコーズ・リレーテッド・マーケ
ティング（Kotler & Lee，2005），経済的価値を創造しなが
ら社会的ニーズに対応することで社会的価値をも創造する
CSV（共有価値の創造）（藤井，2014）等がある。

中尾（2017c）は就労継続支援事業所の課題として，「工
賃を継続的に支払える事業や職種のあり方」を指摘し，障
害者の特性や強みを活かせる事業や職種の開発とその工賃
への連動の重要性を述べている。B 型事業所の就労支援に
関して，高山（2014）は工賃向上を目的とした授産商品開
発における地方自治体やプロスタッフの支援等の重要性を
指摘し，池田ら（2014）は非食品製品の好事例調査から顧
客中心の商品企画や地域性を活かした商品開発の重要性等
を示している。

就労支援の観点からは，「労働市場で通用する能力を身に
つけるだけでなく，個人の状況に適合できる仕事を生み出
す」ことが重要とされている（Laville et al.，2006）。本研
究の対象としている放置竹林での作業は，個人の体力や技
能に応じた作業分担が可能であることから，就労継続支援
事業所における新たな就労の場としての可能性を有してい
る。しかしながら，中尾（2017c）が指摘するように，障害
者が社会で働くためには，それを受け入れる社会の価値観
や仕組みの醸成が不可欠である。放置竹林での就労支援に
おいても同様に，地域社会での受け入れ体制の構築が重要
となる。そのため，竹林整備を通じた福祉分野との連携を

図 1　就労継続支援事業所の資金・サービスの流れ
　　　出所：障害者総合支援法に基づき筆者作成
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実現するには，多様な関係者の協働を促進する新たな枠組
みが必要となる。次節では，放置竹林の拡大防止と障害者・
高齢者の社会参加を実現するアプローチとして「コミュニ
ティ・ソリューション」について述べる。

2.3　協働の枠組み－コミュニティ・ソリューション
金子（2002）は，さまざまな社会課題を解決するのに，

従来までの「政府による解決（ヒエラルキー・ソリューショ
ン）か，市場による解決（マーケット・ソリューション）
か」という二者択一ではなく，当事者の集まりである「コ
ミュニティ」による問題解決（コミュニティ・ソリューショ
ン）という第三の道があるとしている。コミュニティ・ソ
リューションは，問題に対して各自が自発的に集まり，積
極的な関係性（相互性）を構築することで解決を図るアプ
ローチである。このアプローチは相互信頼による信用担保
のコスト低減と，効果的な役割分担や協働活動を生み出す
関係構築を促進することから，本研究においてはこの手法
を採用した。

金子ら（2009）は，コミュニティを「一定のルールを自
発的に共有するコミュニケーションのプロセス」と定義し，
コストを下げながら社会課題の解決を進める方法としての
コミュニティに一定の可能性があるとした。このようなコ
ミュニティが問題解決に資する実効性を持つためには，コ
モンズという概念に着目する必要がある。金子ら（2009）
はコモンズを「コミュニティによって所有され，管理・利
用されている資源であり，コミュニティ内での様々な規則

（ルール）や役割分担（ロール）によって，その資源を持続
的に利用可能な枠組みが構築されているもの」と定義して
いる。金子（2002）は，コモンズにおいて，「関係性」や

「相互性」への依存により生じる「弱さ」は，制度（ルー
ル），役割分担（ロール），手法（ツール）の工夫により相
互補完が可能であり，結果として「強さ」に転換できると
指摘している。

本研究の対象である障害者や高齢者は，この「弱さ」を
内包する存在であるが，「ルール」「ロール」「ツール」の適
切な設計により，その「弱さ」を「強さ」に転換すること
が可能である。このような相互補完的な特徴を持つコモン
ズの仕組みは，多様な参加者の特性を活かした持続可能な
運営を可能にすることから，障害者や高齢者とコモンズの
形成には親和性があると考えられる。これらを踏まえ，本
研究では，竹林を地域資源として活かすことを共通目標と
して，障害者や高齢者の協働活動を生み出す「関係づくり」，
効果的なマネジメント手法（制度，役割分担，手法）につ
いて検証を行う。

2.4　研究の目的と意義
本研究では，竹林面積が日本一である鹿児島県（林野庁，

2019）を対象として，放置竹林の拡大防止と竹材の利用促
進，障害者や高齢者の就業促進を同時に進めるため，障害
者や高齢者が放置竹林の整備や竹材加工の担い手となるコ

ミュニティモデルの設計・実装を行う。具体的には竹林を
地域資源として活かすことを共通目標とした地域住民（高
齢者サロン）や障害者就労支援施設，企業等の協働活動を
生み出す「関係づくり」，効果的なマネジメント手法（制
度，役割分担，手法）を開発し，その実践を通じて，当該
モデルの有効性と他地域への展開可能性を明らかにするこ
とを目的とする。

本研究の意義は，以下の 3 点である。第一に，コミュニ
ティによる協働（金子，2002）により，既存の枠組みでは
対応できない社会課題の解決を目指す点である。「政府によ
る解決」は非効率でニーズが多様な社会課題への対応が困
難であり，「市場による解決」は大きな社会コストを要する
可能性があることに加え，障害者や高齢者など，いわゆる

「社会的弱者」には不利に働く可能性がある。第三の手法と
して，当事者の集まりである「コミュニティ」による解決
は，コストを抑制しつつ成果をあげる選択肢として，幅広
い分野での応用可能性を有している。第二に，竹林を「新
たな職域」とすることで，障害者や高齢者の就労や生きが
いづくり，地域課題の担い手の創出など，新たな協働の形
を提示できる点である。第三に，実装モデルの有効性と他
地域への展開可能性の検証を通じて，後進の実践に資する
知見を提示する点である。「ルール」「ロール」「ツール」の
設定による課題解決の枠組みは，障害者や高齢者のみなら
ず，生活困窮者，触法障害者など社会的困難を抱える多様
な人々を包摂できる可能性を有している。なお，就労継続
支援事業所の強みや課題（中尾，2017a, b, c），竹の活用に
係る課題（嶋田，2019）を指摘した研究は存在するが，障
害者や高齢者の就業促進という社会課題を参画・協働を創
出する契機として位置づけ，放置竹林の管理・活用の仕組
みづくりについて検証した研究は，管見の限り見当たらな
い。

3．竹福商連携モデルの設計と構築

3.1　研究の方法
本研究では，放置竹林の拡大防止と竹材の利用促進，障

害者や高齢者の就業促進を同時に進めるため，アクション
リサーチを採用した。アクションリサーチは，対象地域の
社会的課題の解決を目的とし，研究者のみならず住民等の
ステークホルダーが研究者と協働しながら研究を進める手
法である。実践を通じたコミュニティの創出と多様な関係
者による課題解決プロセスの検証に適しており，課題の発
見・分析，解決策の立案，実行，成果の評価のプロセスを
経ることで，実践的な知見の創出と他地域への展開可能性
の向上を図ることが可能である（長島，2018）。

アクションリサーチにおいては，創出された成果の効果
検証とコミュニティへの定着・普及が第一義的な重要性を
持つ。同時に研究開発の観点からは，成果の他地域への展
開を見据え，その要件を抽出・提示することが求められる

（長島，2018）。　
このように，アクションリサーチでは，一般化よりも他
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地域への応用要件の抽出に重点が置かれ，これにより展開
可能性の向上が図られる。これは「条件を明確にした一般
化」とも表現される（長島，2018）。本研究では，実装モデ
ルの有効性と他地域への展開可能性について，アクション
リサーチの方法論に基づく検証を行う。

3.2　実装フィールドの特性
本研究の実装フィールドは，鹿児島県の東南部，大隅半

島の東側に位置する大崎町である。人口は 11,884 人（2025
年 3 月 1 日時点）であり，森林の多くが起伏の比較的少な
い丘陵地や平地に分布することから，竹材，間伐材，林地
残材などの搬出が容易という特徴を有している。また，温
暖な気候を活かした畜産や果樹，普通作物（かんしょ，だ
いこん等）の生産が盛んである（大崎町，2015）。

大崎町は 2006 年から 2022 年の間，住民の理解と協力を
基盤とした徹底した資源ごみの分別収集に取り組み，「ごみ
リサイクル率日本一」を 15 回達成している。町民・企業・
行政の連携により「混ぜればごみ，分ければ資源」を合言
葉に，27 品目の分別（2024 年度より 28 品目）を実施して
いる。宮下（2021）は大崎町でコミュニティ型リサイクル
システムが実現された背景として，以下の 3 点を指摘して
いる。

　⑴　行政が各主体に対し，行政情報の共有，権限移譲，役
割を越えた関与を実施

　⑵　住民代表制を持つ目的型住民組織「衛生自治会」が行
政アプローチを効果的に発揮できる基盤として機能

　⑶　関係主体が共通の課題に対し，互いの弱さを補う形
で強みを活かした連携

このように大崎町は，住民・行政・企業の協働による資
源循環の仕組みが確立されており，竹の資源化に向けた基
盤を有している。次節では，竹の資源化に係る条件を抽出
するため，竹特有のコスト要因や竹林の構造的特性を踏ま
えて，竹の利用可能性について検討する。

3.3　竹の資源化に係る条件抽出
竹資源利用における主要な課題は，竹特有のコスト要因

に起因する生産コストである。1 章で述べたように，持続
可能な竹の資源化モデルを構築するための条件として，小
規模・低投資な竹の資源化モデルの構築が必要であると指
摘されている。本研究では，この知見を踏まえ，竹利用の
方向性を「利益確保が可能な小規模地域での構造」と設定
した上で，竹の資源化に係る条件を抽出する。

山口県（2016）の調査では，竹林の生産コストに影響を
与える要因として以下の 3 点が明らかにされている。第一
に，立木密度が高く（平均 11,300 本 /ha），作業量が多いこ
とである。第二に，中空構造に起因する一本あたりの資源
量が少なく（平均 46 kg），生産効率が低いことである。第
三に，伐採・造材の機械化が進展していないため人力作業

が中心となることである。同調査では，現地での竹材加工
を行う「竹林オンサイト・チップ化システム」が最も経済
的合理性が高いことも示されている。この知見に基づき，
本研究では現地加工方式の採用による生産コストの低減を
図ることとした。

竹林の構造的特性について，柴田（2010）は，日本の竹
林の大部分が民有林であり，その所有規模が数アール程度
であることを指摘している。また，竹林が日本全国の地域
集落周辺に分布する特性から，地域資源としての小規模利
用の可能性が示唆されている（相原・立花，2018）。この小
規模利用の実現可能性を高める要因として，竹特有の特性
がある。石井（2009）によれば，竹は広葉樹と異なり長期
間放置しても太くならず，個人レベルでの伐採・搬出が可
能である。さらに，竹は手鋸による伐採が可能で，高価な
機材や特殊技術を必要としないことから，地域住民による
協働的資源管理の実践に適した特性を有している。加えて，
竹林整備は作業量や作業時間の調整が容易であり，各作業
者の体力や能力に応じた作業分担が可能である。これらの
特性は，障害者就労支援施設や高齢者サロンにおける活動
との親和性が高く，既存の活動の一環として竹林整備を位
置づけることが可能である。

こうした竹の特性を活かして，近年，NPO 法人やボラン
ティア団体による放置竹林対策として竹炭生産が実施さ
れ，土壌改良等に活用されている（日本特用林産振興会，
2021）。このような実践事例を踏まえ，本研究では現地での
竹材加工手法として「開放型炭化器による炭化処理」に着
目した。開放型炭化器による炭化処理には，以下の 4 つの
利点が認められる。具体的には，炭材を割る必要がないこ
と，かさばる枝の炭化が可能であること，運用が容易であ
ること，そして炭が砕けた状態で出来上るので農地への施
用が容易であることである。栗田・包清（2010）は，竹材
利用において技術的要求度と加工度が低いことが多様な地
域住民にとって取り組みやすい有効な方法であると指摘し
ている。これらの知見を踏まえ，本研究では竹林整備の手
法として「開放型炭化器による炭化処理」を採用した。こ
の手法は，竹チッパーと比較して初期投資コストの面で優
位性を有しており，実用性と経済性の観点から有効である。

その他，竹林の管理体制について，鈴木ほか（2010）は，
継続的な管理活動を実現するためには竹林所有者と非所有
者間の協働が重要であると述べている。特に，「地域の課
題」という共通認識に基づく竹林整備活動及び竹林活用の
重要性を指摘している。この協働を実現する上で，竹林の
伐採においては土地所有者への確認と同意が前提条件とな
るが，本研究では地域住民による竹林所有者の特定及び調
整の容易さを考慮し，「地域住民による竹林所有者との調整

（無償貸与）」方式を導入することで，竹林所有者と非所有
者間の協働的管理体制の構築を図る。

以上の検討から，本研究では竹の資源化に係る条件とし
て，以下の 3 点を抽出した。第一に，「竹林整備を障害者就
労支援施設や高齢者サロンの活動（ヒューマンサービス）
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の一環として位置づけること」である。この条件は，竹林
整備を新たな独立した活動として立ち上げるのではなく，
各主体が既に実施している活動の一部として組み込むこと
で，持続可能な取組とすることを意図している。第二に，

「地域住民による竹林所有者との調整（無償貸与）を行うこ
と」である。第三に，「利益確保が可能な小規模地域での構
造とすること」である。これらの条件に基づく竹の資源化
を実現するためには，竹資源の活用による新たな価値創造
の仕組みが必要となる。次節では，竹炭活用を通じた付加
価値の創出について述べる。

3.4　竹炭活用による付加価値の創出
農林水産省（2022）は，農産物の産出額及び農業が生み

出した付加価値額である生産農業所得を推計し，農業生産
の実態を金額で評価するものとして，生産農業所得統計結
果を公表している。以下に農業総産出額及び生産農業所得
の定義を記載する。

　
農業総産出額 ＝Σ（品目別生産量 × 品目別農家庭先販

売価格）
生産農業所得＝農業総産出額 ×（農業粗収益（経営補助

金を除く）－物的経費（※））／（農業粗収益（経営補助金
を除く））＋ 経営補助金
※物的経費には，減価償却費及び間接税を含む一方，雇人

費，地代，利子割引料を含まない。

令和 2 年生産農業所得統計の結果（表 1）によると，鹿児
島県の農業は，農業産出額が 4,772 億円で北海道に次いで全
国 2 位，付加価値額である生産農業所得が 1,415 億円で全国
第 4 位となっており，全国でも最上位に位置していることが
わかる。しかしながら，農業産出額に占める生産農業所得の
割合を付加価値率と定義した場合，鹿児島県の付加価値率
は 29.7％であり，全国第 47 位と最下位に転落してしまう。

付加価値率が高いことは，加工を施すなどして商品の価
値を上げ，自社の取り分を相対的に多くしているというこ
とであり，逆に付加価値率が低いということは，自社の取
り分が少なく，原材料費などの中間投入額で多くが消えて
しまっていることを意味する。これまで鹿児島県は国内の
重要な食料供給拠点の一つとして，良質な農水産物やその
加工品を供給し続け，日本の経済社会に貢献してきた。し

かし，そのような経済・産業構造は，基本的には加工度の
低い「素材・原料供給型」であり，鹿児島県の付加価値率
が低い要因を示しているといえる。菊地（2018）はこの状
況への提言として，「素材・原材料のニーズや意義を踏まえ
た上で，各産業・企業が加工度を高めたり，創意工夫を凝
らしたりして付加価値向上の努力を重ねることにより，素
材・原材料中心の産業構造から脱却を図っていくことが模
索されるべきである。」と指摘している。このことは，鹿児
島県が豊富に有する地域資源の付加価値向上の可能性を示
唆している。

このような状況を踏まえ，本研究では，前節で示した「開
放型炭化器による炭化処理」に着目した。1 章で示されて
いるように，竹炭は土壌への炭素貯留効果やカリウム肥料
効果を有することが示唆されており，土壌改良材としての
活用が期待されている（南雲ほか，2014； 真鍋ほか，2020）。
この知見を踏まえ，本研究では竹炭の製造から圃場への散
布，収穫した農作物の加工に至る一連のプロセスを通じた
付加価値の創出について検証を行う。

なお，こうした付加価値を創出するためには，多様な主
体の参画と協働が必要不可欠である。星野（2005）が指摘
するように，地域主体の再編成においては，地域内外の多
様な主体の参画と，各組織の特性を活かした協働基盤の形
成が重要となる。そこで本研究では，前節で抽出した 3 条
件及び付加価値創出の視点に基づき，多様な関係主体間の
連携を実現する実装モデルの設計を行う。次節では，設計
の予備調査として実施した竹林整備と福祉分野の連携に関
する先行事例の調査結果について述べる。

3.5　先行事例調査
3.3 節で抽出した 3 つの条件（条件 1：竹林整備を障害者

就労支援施設や高齢者サロンの活動（ヒューマンサービス）
の一環として位置づける，条件 2：地域住民による竹林所有
者との調整（無償貸与），条件 3：利益確保が可能な小規模
地域での構造）に基づき，障害者や高齢者による放置竹林
の整備や竹材加工が可能であるという仮説を設定した。こ
の仮説に基づくモデルの設計にあたり，竹林整備と福祉分
野の連携に関する先行事例の調査を実施した（2022 年 1 月
-3 月）。具体的には，茨城県つくば市の社会福祉法人筑峯学
園（障害者支援センター未来）及び静岡県裾野市の特定非
営利活動法人みらい建設部に対してヒアリング調査を行っ

順位 都道府県
算出額

(A) 順位
生産農業所得

(B) 順位
付加価値率

(B/A)
1 北海道 12,667億円 1 4,985億円 14 39.4%
2 鹿児島 4,772億円 4 1,415億円 47 29.7%
3 茨城 4,417億円 2 1,606億円 27 36.4%
4 千葉 3,853億円 5 1,293億円 41 33.6%
5 熊本 3,407億円 3 1,495億円 3 43.9%

表1 農業の産出額上位５都道府県

出所：農林水産省「令和2年生産農業所得統計」から筆者作成

表 1　農業の産出額上位 5 都道府県

出所：農林水産省「令和 2 年生産農業所得統計」から筆者作成
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た。両団体はいずれも開放型炭化器を用いた竹炭製造を基
盤とした竹の資源化に取り組んでいる。社会福祉法人筑峯
学園では，約 15 ha の田畑山林において知的障害者が竹林整
備から竹炭製造，圃場散布，オリジナルブランド「つくほう
米」の製造を実施している。特定非営利活動法人みらい建
設部では，竹林整備から竹炭製造，圃場散布，サツマイモ栽
培，干し芋加工に至る一連のプロセスを通じて，オリジナル
ブランドの干し芋「富士颪」を製造・販売している。

これらの事例調査により，以下の知見が得られた。第一
に，竹林整備作業は単純行程（「のこぎりで倒す」→「細か
く刻む」→「運び出す」）で構成されており，知的障害者に
とって理解しやすく，達成感や満足感を得やすい作業であ
ることが確認された。第二に，竹炭単体での販売では収益
は見込めないが，土壌改良材として活用し農産物の付加価

値創出を図ることで収益化が可能であることが明らかに
なった。第三に，地域住民であれば竹林所有者の把握と無
償貸与の調整が比較的容易であることが示された。以上の
知見を踏まえ，次節では大崎町における実装モデルの設計
と構築について述べる。

3.6　実装モデルの設計と構築
前節で調査した先行事例は単一組織による取組であり，

多様な主体間の協働モデルは構築されていない。本研究で
は，大崎町内の障害者就労支援施設 2 施設，食品加工事業
者，地域団体（高齢者サロン）等へのヒアリング調査を実
施し，2.3 節で述べた相互補完的な特徴を持つコモンズの枠
組みに基づいて，障害者と高齢者の協働を実現する「ルー
ル」「ロール」「ツール」を設計した（表 2）。ルールは活動

表 2　設定した「ルール」「ロール」「ツール」

内容 備考

 1 竹林整備，竹炭製造の場所は宮園地区とする。  設定した地区：大崎町永吉上別府4216他3筆：10,712㎡

 2 竹林整備の開催は秋～冬明け（9月～3月）とする。
 ・竹炭製造は高温のため，気温の低い時期に実施
 ・ひふみよベースファーム大崎が参加しやすい農業の
　閑散期での実施

 3 開催は週1回，木曜日10:00～12:00とする。  11:00頃に休憩時間（10分～15分）あり。

 4 参加は強制とせず自由参加とする。

主体 役割

 1 地域住民（宮園自治公民館）
 竹林所有者と調整，活動フィールドの無償提供，
 障害者就労支援施設との合同作業

 2 障害者就労支援施設（ひふみよベースファーム大崎）  竹林整備，開放型炭化器による竹炭製造及び回収

 3 障害者就労支援施設（社会福祉法人愛生会）
 竹炭の購入，圃場へ竹炭散布，サツマイモ栽培，
 干し芋の販売

 4 食品加工事業者（株式会社コーセン）
 障害者就労支援施設（社会福祉法人愛生会）が
 栽培したサツマイモを加工し，干し芋を製造

 5 大崎町社会福祉協議会  障害者就労支援施設や地域住民の活動支援

 6 大崎町役場
 町広報誌やラジオによる広報，
 開放型炭化器の無償貸出，実証試験全般への支援

 7 慶應義塾大学  実証試験全般の実施，関係者への施策提言

項目 内容

 1 防災無線  防災無線で竹林整備の開催について案内（毎回）

 2 町や県等の広報誌，マスメディア（新聞，テレビ等）
 取組成果や活動内容を可視化して発信
 ・ルールやロール等の情報の共有
 ・外部評価の意図的な獲得によるインセンティブ付与

 鹿児島県里山林等保全管理促進事業及び
 森泰吉郎記念研究振興基金を活用

 開放型炭化器，竹専用ノコギリ等の物品を調達

 4 福祉的就労における工賃向上
 ひふみよベースファーム大崎の利用者が製造した竹炭を社
会福祉法人愛生会が購入する仕組みを導入。

ルール（不確実性を減らすための制度）

ロール（どのように振舞ったらいいかの役割分担）

ツール（お互いに協力活動を促しやすくする工夫やインセンティブを付与する手法）

 3 運営資金

表2 設定した「ルール」「ロール」「ツール」

出所：筆者作成
出所：筆者作成
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の不確実性を減らすため，竹林整備の場所・時期・頻度を
明確化した。ロールは各主体の役割分担を明確化し，地域
住民による竹林所有者との調整，障害者就労支援施設によ
る竹林整備から竹炭製造，圃場散布，サツマイモ栽培，食
品加工事業者による干し芋加工という分業体制を構築し
た。ツールは協働活動を促進する仕組みやインセンティブ
として，広報活動，運営資金の確保，工賃向上の仕組みを
導入した。これらルール・ロール・ツールに基づき構築し
た具体的なモデルを図 2 に示す。竹林所有者から無償貸与
された竹林において，製造された竹炭を活用したサツマイ
モ栽培から干し芋販売に至る一連のバリューチェーンを構
築し，2.1 節で述べた福祉的就労の制度的基盤により経済的
持続可能性を確保している。

これらの設計・実装を進めるにあたり，筆者は大崎町と
慶應義塾大学 SFC 研究所との包括連携協定に基づく「地域
おこし研究員」として大崎町役場農林振興課に所属し，コー
ディネーターの立場で取組を推進した。具体的な介入内容
は，⑴関係者間の調整と合意形成の促進，⑵活動に必要な
機材・資金の調達支援，⑶技術的知識の提供と作業手順の
構築，⑷広報活動の企画・実施，⑸成果の測定と評価であ
る。一方，各関係者の参加意向の決定，具体的な作業内容
や安全管理，工賃の設定，販路開拓については，各主体の
自主的判断に委ねた。このような役割分担のもと，本研究
では，関係者の連携による竹林整備から竹炭製造，土壌改
良材としての活用，サツマイモ栽培，食品加工（干し芋），
販売に至る一連のプロセスを構築した。大崎町における関
係者の合意形成及び実践のプロセスは表 3 に示す通りであ
る。なお，設計・構築過程においては，関係者間の共通認
識を醸成するため，取組の進捗状況や成果について継続的
な情報共有を実施した。

4．実装モデルの検証

4.1　大崎町における実装と有効性検証
4.1.1　検証の枠組み

本研究では，検証対象期間を 2022 年 9 月から 2023 年 3
月までとし，以下の 4 項目について検証を行った。

　⑴　竹林整備の実績（実施回数，参加者数，延べ時間，整
備面積）

　⑵　竹林整備に参加する障害者の工賃の変化
　⑶　干し芋販売による収益の変化
　⑷　広報の実績（町広報誌やコミュニティ FM 等による

広報回数）

4.1.2　モデル導入による成果
3.3 節で抽出した 3 条件を満たす竹の資源化モデルの導

入により，障害者や高齢者が放置竹林の整備や竹材加工の
担い手となり，竹林整備が促進された。検証期間中，計 27
日 54 時間にわたり延べ 347 名が竹林整備を実施し（図 3），
伐採竹の炭化処理（図 4）を行った結果，3,027 m2 放置竹
林が管理竹林となり，特用林産物である筍の収穫が可能な
状態となった。

就労継続支援 B 型事業所利用者の全国平均工賃は，2021
年度実績で月額 16,507 円（時給換算 233 円）であるが（厚
生労働省，2023），竹林整備に参加した障害者就労支援施設
の利用者の工賃は，時給 600 円となった。この工賃向上は，
障害者就労支援施設（社会福祉法人愛生会）による付加価
値創出に起因する。具体的には，通常 100 円 /kg で出荷し
ていたサツマイモ（紅はるか）について，竹炭散布による
栽培（図 5）及び食品加工（図 6）を行うことで，711 円 /
kg までの収益向上を達成した。

広報活動については，取組成果や活動内容の可視化を通
じて竹の資源化モデルの周知と他地区への展開可能性を高
めることを目的とし，社会福祉法人愛生会，ひふみよベー

図 2　地域住民，障害者就労支援施設，食品加工事業者による竹の資源化モデル
　　　出所：筆者作成

図2 地域住民，障害者就労支援施設，食品加工事業者による竹の資源化モデル

出所：筆者作成

＜鹿児島県 大崎町実証モデル＞

大崎町役場
（企画調整課・農林振興課）

障害者就労支援施設（ひふみよ）
（竹林整備，竹炭製造）

障害者就労支援施設（愛生会）
（圃場へ竹炭散布，サツマイモ

栽培，干し芋販売）

食品加工事業者
（株式会社コーセン）

町民     地域住民（宮園自治公民館）
（竹林所有者と調整，
竹林整備，竹炭製造） 竹林所有者

（竹林の無償貸与への承諾）

栽培したサツマイモ

原料加工に係る対価

干し芋

竹炭（土壌改良材）

対価
活動フィールドの無償提供

障害者就労支援施設との合同作業

竹林の無償貸与に係る合意形成

干し芋

対価

町広報誌やFMおおさき（コミュニティFM局）による広報、開放型炭化器の無償貸出

実証試験全般への支援活動
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スファーム大崎，宮園自治公民館等の連携で実施する形式
とした（表 4）。取組関係者自身が広報活動を担うことは，
具体的な経験や成果に基づく情報発信を可能とするととも
に，関係者間の当事者意識や連帯感の醸成を促進し，取組

の持続可能性を高める要素となっているものとみられた。

4.1.3　有効性の検証
本モデルの実装において，条件 1 については障害者就労

表 3　大崎町における関係者の合意形成，実践のプロセス表

出所：筆者作成

合意形成 実践

大崎町役場（農林振興課，企画調整課，保健福祉課）
と取組内容，活動候補地について協議

社会福祉法人愛生会へヒアリング

ひふみよベースファームへヒアリング

株式会社コーセンへのヒアリング

地域住民（宮園自治公民館）へヒアリング。地域住民
が竹林所有者との調整を行い，活動フィールドの無償
提供を行うことを了承

社会福祉法人愛生会が竹炭購入，圃場への竹炭散布，
サツマイモ栽培を行うことを了承（初年度については
広島から竹炭を手配）

ひふみよベースファーム大崎が竹林整備，開放型炭化
器による竹炭製造を行うことを了承

4月 株式会社コーセンが社会福祉法人愛生会が栽培したサ
ツマイモを干し芋に加工することを了承

地域住民（宮園自治公民館）が開放型炭化器による竹
炭製造を試行

ひふみよベースファーム大崎及び大崎町社会福祉協議
会が開放型炭化器による竹炭製造を試行

社会福祉法人愛生会が竹炭の散布，
サツマイモの苗植えを実施

7月 竹林整備区域を設定

8月 竹の資源化モデルの取組についてFMおおさきの「役

場Times」にて発信

大崎町役場による開放型炭化器の無償貸出開始，町広
報誌にて発信

ひふみよベースファーム大崎による竹林整備，竹炭製
造を開始

地域住民（宮園自治公民館）がひふみよベースファー
ム大崎との竹林整備，竹炭製造を試行

社会福祉法人愛生会がサツマイモを収穫，熟成保管開
始

11月
地域住民（宮園自治公民館）がひふみよベースファー
ム大崎との竹林整備を毎週行うことを了承（参加は自
由参加とし呼びかけは防災無線）

12月 ひふみよベースファーム大崎，地域住民(宮園自治公
民館)の合同で竹林整備，竹炭製造を開始

社会福祉法人愛生会がサツマイモを株式会社コーセン
に運搬

株式会社コーセンがサツマイモを干し芋に加工

社会福祉法人愛生会による干し芋の販売開始

2月 ひふみよベースファーム大崎が社会福祉法人愛生会に
2023年度用の竹炭を出荷

3月 2022年度の竹林整備，竹炭製造は3月30日が最終日

（2023年度の竹林整備は9月に再開）

日付

2021年 11月

2022年

3月

5月

9月

10月

1月

2023年

表3 大崎町における関係者の合意形成，実践のプロセス表

出所：筆者作成
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支援施設（ひふみよベースファーム大崎）及び高齢者サロン
（宮園自治公民館）による週 1 回の竹林整備・竹炭製造によ
り，条件 2 については地域住民（宮園自治公民館）による竹
林所有者との調整（無償貸与）に係る合意形成により，条件
3 については大崎町内における障害者就労支援施設間及び
地域住民との竹炭取引及び食品加工による収益確保によ
り，それぞれ充足された。このことは，3.6 節で示した「ルー
ル」「ロール」「ツール」に基づく役割分担等が適切に機能し
たことを示している。また，新規の取組にもかかわらず毎回
約 10 名の参加者を確保できた要因として，取組成果の発信
によるインセンティブ付与の効果が示唆される。

以上の結果から，本研究で設定した仮説は支持され，竹
の資源化モデルの大崎町における限定的な有効性が示され
たと考えられる。本モデルは 2025 年 3 月 1 日時点におい
て，大崎町及び薩摩川内市の両地域で継続的に実施されて
おり，竹林整備面積の拡大や新たな連携先との協働など，
取組の進展が確認されている。このような実践の継続と展
開は，本研究で構築したモデルの有効性を裏付けるものと
いえる。

4.2　他地域への展開可能性
4.2.1　薩摩川内市への展開

本研究で構築した竹の資源化モデルの展開可能性を検証
するため，鹿児島県薩摩川内市において 3.3 節で抽出した
3 条件を満たすモデルの実装を試みた。薩摩川内市は，県
内有数の竹林面積を有しており，障害者就労支援施設が竹
林整備に関心を示していたことから，本モデルの実装
フィールドとして選定した。

本実装では，薩摩川内市の障害者就労支援施設 1 施設を
中心に，地域住民及び阿久根市の酒造会社との連携体制を
構築し，竹林整備から竹炭製造（図 7），土壌改良材として
の活用，サツマイモ栽培（図 8），焼酎製造，販売を行うア
クションリサーチを実施した。薩摩川内市における竹の資
源化モデル及び関係者の合意形成・実践プロセスは，それ
ぞれ図 9 及び表 5 に示す通りである。

4.2.2　モデルの展開可能性
薩摩川内市での実装を通じて，以下の 3 点が明らかと

なった。第一に，障害者や高齢者が放置竹林の整備や竹材

図 3　障害者・高齢者による竹林整備
　　　出所：筆者撮影

図 6　製造した干し芋「結紡（ゆいつむぎ）」
　　　出所：中野ひとみ氏提供

図 4　開放型炭化器による竹炭製造（大崎町）
　　　出所：筆者撮影

図 5　障害者就労支援施設による竹炭散布
　　　出所：筆者撮影

図3 障害者・高齢者による竹林整備

出所：筆者撮影

図4 開放型炭化器による竹炭製造（大崎町）

出所：筆者撮影

図5 障害者就労支援施設による竹炭散布

出所：筆者撮影

図6 製造した干し芋「結紡（ゆいつむぎ）」

出所：中野ひとみ氏提供
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加工の担い手となり，竹林整備が促進された。検証期間中，
計 17 日 34 時間，延べ 73 名が竹林整備を実施し，伐採竹の
炭化処理を行った結果，3,002 m2 の放置竹林が管理竹林と
なった。このことは，本研究の仮説が異なる地域において
も支持されることを示しており，本モデルの展開可能性を
実証している。第二に，竹資源の活用や 6 次産業化など，
本モデルの各要素が薩摩川内市においても適用可能である
ことが確認された。竹材の利活用から収益化を視野に入れ
た商品開発と販路開拓という一連の流れは，地域特性に応

じた形で他地域においても構築可能であることが実証され
た。第三に，障害者就労支援施設の管理者が，障害特性に
応じた作業配分，全体の段取り・進行管理，安全面での配
慮，参加者の調整など，筆者が担ってきたコーディネーター
の役割の一部を代替できる可能性が示唆された。これは，
管理者が日常的な支援を通じて利用者の特性を熟知してお
り，作業内容と個々の適性とのマッチング，精神面での配
慮や援助，安全管理等に関する豊富な経験知を有している
ことに起因していると考えられる。このことは，障害者就

図 7　開放型炭化器による竹炭製造（薩摩川内市）
　　　出所：筆者撮影

図 8　障害者就労支援施設によるサツマイモ栽培
　　　出所：筆者撮影

表 4　大崎町における広報実績（2022 年 9 月～ 2023 年 3 月）

出所：筆者作成

広報時期 内容

9月 無煙炭化器の無償貸出開始

1月 竹炭活用の呼びかけ

2月 愛生会の干し芋紹介

3月 竹林整備＆竹炭づくり体験会の案内

8月 竹の資源化モデル紹介

10月 〃

1月 宮園地区における竹炭づくり（宮園地区の住民出演）
畜産における竹敷料活用（畜産農家出演）

2月
ひふみよベースファームにより竹炭づくり（管理者，利用者出演）
社会福祉法人愛生会での竹炭活用（施設長出演）
共生社会に向けた社会づくり（社会福祉協議会出演）

3月
竹林整備・竹炭製造や大崎リサイクルシステム（住民環境課出演）
竹炭の特徴（鹿児島大学出演）
県補助事業の紹介（鹿児島県大隅地域振興局出演）

南日本新聞 12月 竹炭づくり 農福連携

南日本新聞 不要な竹粉砕，敷料に

南日本新聞
竹炭で土壌改良，育てたサツマイモを干し芋に
（yahooニュース掲載）

南九州新聞 竹福商連携で地域の課題解決を

毎日新聞 3月 鹿児島の町が新たな挑戦，枯れ竹を炭に

鹿児島テレビ 9月 「障害者のため」がんばる地域おこし協力隊に迫る
（yahooニュース掲載）

NHK鹿児島 4月 放置竹林対策を 大崎町で住民らが竹林整備や竹炭づくり(※)

※ NHK鹿児島による放送は4月に行われているが，検証対象期間内である3月30日の取組を取材しているため，対象に含むものとする。
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表4 大崎町における広報実績（2022年9月～2023年3月）

出所：筆者作成

図7 開放型炭化器による竹炭製造（薩摩川内市）

出所：筆者撮影

図8 障害者就労支援施設によるサツマイモ栽培

出所：筆者撮影
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労支援施設の管理者という既存の人材が安全管理および監
督者としての役割を担えることを意味している。

重要なことは，2.2 節で述べた「障害者が社会で働くため
には，それを受け入れる社会の価値観や仕組みの醸成が不
可欠である」という課題に対する示唆である。薩摩川内市
では，障害者就労支援施設が既に地域住民との良好な関係
性を構築しており，この関係性が竹林所有者との無償貸与
の合意形成を可能にした。竹林所有者にとって，放置竹林
は 1 章で述べた「隣接する農地や林地への竹稈の侵入によ
る農林産物への直接的な被害」といった問題の原因となっ
ており，管理に対する潜在的ニーズが存在している。社会
的価値を見出しにくい放置竹林だからこそ，2.2 節で述べた

「障害者の特性や強みを活かせる事業」として適合し，障害
者就労支援施設，竹林所有者の双方にとって「新たなイン
センティブに基づく管理システム」の導入となり，持続的
管理につながる。

これらの知見をもとに，本モデルの他地域への展開可能
性を論述する。展開にあたっては，障害者や高齢者が参画・
関与する場合の作業における安全性の確保と監督者の配
置，および行政や関係団体のスタッフへの負担が課題とな
りうる。前者については，薩摩川内市の実装において，障
害者就労支援施設の管理者が既存の役割の範囲内で安全管
理および監督者としての役割を担いうることが確認され
た。障害者就労支援施設は全都道府県に広く存在すること

から，他地域においても同様の実施体制の整備が広く期待
される。後者については，後述するように，本モデルは各
関係主体が既存活動の延長として参画できるよう設計され
ており，負担は抑制される。こうした展開可能性の前提と
なる条件としては，以下の 3 点が導出される。第一に，放
置竹林が社会課題として認識されている地域である。鹿児
島県は竹林面積が日本一であり，放置竹林の拡大による
様々な問題が顕在化していることが，本モデル導入の前提
となっている。第二に，地域住民に受け入れられている障
害者就労支援施設の存在である。この受容性は，竹林所有
者との無償貸与の合意形成に不可欠な要素である。第三に，
地域内での付加価値創出を可能にする連携先の存在であ
る。大崎町では食品加工事業者，薩摩川内市では酒造会社
との連携により，それぞれ異なる形で実現した。経済的持
続可能性については，2.1 節で述べた福祉的就労の基本構造
により担保される。職員賃金は公的制度で確保され，工賃
は事業収益から支払われる仕組みが確立されているため，
竹林整備活動を既存の障害者就労支援施設の活動の一環と
して実施することが可能である。

以上の条件を踏まえた上で本モデルを他地域へ展開する
にあたっては，関係主体間をつなぐコーディネーターの存
在が重要となる。中尾（2017a, c）が指摘するように，就労
継続支援事業所と外部との連携においては中間支援組織的
なコーディネーターの必要性が示唆されている。これは，

図9　薩摩川内市における竹の資源化モデル
　　　出所：筆者作成図9 薩摩川内市における竹の資源化モデル
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＜鹿児島県 薩摩川内市実証モデル＞

  地域住民
（竹林所有者と調整，竹の伐採）

竹林所有者
（竹林の無償貸与への承諾）

障害者就労支援施設（情熱家）
（竹炭製造，圃場へ竹炭散布，
サツマイモ栽培，焼酎販売）

食品加工事業者
（大石酒造株式会社）

市民

栽培したサツマイモ

原料加工に係る対価

焼酎

活動フィールド及び竹材の無償提供

竹林の無償貸与に係る合意形成

焼酎

対価

表 5　薩摩川内市における関係者の合意形成，実践のプロセス表

出所：筆者作成

合意形成 実践

10月
合同会社情熱家へヒアリング。合同会社情熱家が開放
型炭化器による竹炭製造，圃場への散布を行うことを
了承

11月 合同会社情熱家が大崎町にて竹炭の製造体験，社会福
祉法人愛生会への視察を実施

2023年 3月
合同会社情熱家が地域住民にヒアリング，地域住民が
竹林所有者との調整を行い，活動フィールド及び竹材
の無償提供を行うことを了承

合同会社情熱家が竹材搬出，開放型炭化器による竹炭
製造，圃場への散布を開始

日付

2022年

表5 薩摩川内市における関係者の合意形成，実践のプロセス表

出所：筆者作成
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障害者の保護を重視してきた就労継続支援事業所と競争原
理に基づく経済活動との間に存在するギャップを橋渡しす
る，両領域への理解を有する人材の必要性を意味している。
学識経験者の支援を受けた地方自治体や社会福祉協議会な
どの関係団体は，福祉的支援と地域経済活動の両領域に日
常的に関与する立場にあり，こうした役割を担いうる主体
である。本モデルは各関係主体が既存の役割・活動の延長
として参画できるよう設計されており，地方自治体や社会
福祉協議会は本務の一環として，本研究で蓄積された知見
や実践モデルを活用しながら関係主体間の調整を担いうる
ほか，立ち上げ期のコーディネート機能の補完に地域おこ
し協力隊や集落支援員といった国の既存制度の活用も有効
であり，その財源を活用することもできる。また，障害者
就労支援施設にとっては，竹林整備や竹炭製造は，利用者
の社会参加および就労機会の創出という本来の活動目的と
親和性が高く，地域団体（高齢者サロン等）にとっては，
竹林整備は従来から地域で行われてきた草刈り等の共同作
業と類似していることから，既存の活動の一環として位置
づけられる。このように，本モデルでは行政や関係団体の
スタッフへの負担が抑制されるよう設計されており，各関
係主体が既存の活動の延長として参画できるこうした構造
は，他地域における体制構築を促進し，本モデルの展開可
能性を高めるものと考えられる。

なお，地域住民の障害者に対する受容性については，障
害者就労支援施設が地域に設立・運営されていること自体
が受容の証左となりうるが，なぜ地域住民が障害者就労支
援施設を受け入れたのか，どのような要因が受容を促進し
たのかについては，本研究では明らかになっていない。地
域住民の受容プロセスやその要因の分析，ならびに薩摩川
内市におけるモデルの有効性検証及び地域連携のコーディ
ネート機能の分析は，本モデルの他地域展開を図る上で重
要な知見となることから，今後の研究課題としたい。

5．結論

5.1　研究の成果と示唆
本研究では，放置竹林の資源化モデル構築に向けて，仮

説及びマネジメント手法（制度，役割分担，手法）の設定，
実践を通じた検証，及びそれらの往還を繰り返すことで，
竹の資源化に関する運用モデルを確立した。コミュニティ
による協働の実現には，新たな社会サービスの創出・提供
過程における「資源」の秩序ある再編成が不可欠である。
ここでいう「資源」には，ヒト（障害者，高齢者），モノ

（道具，機材，空間），カネ（公的財政，販売収入），情報
（活動状況，アウトカム）といった実践に直接関わる狭義の
「素材」のみならず，制度，支援のノウハウと技術（中間支
援機能），各地の実践例など広範な要素が含まれる。これら
の具体的な「資源」の存在が協働発生の契機となり，コミュ
ニティの創出に寄与する。 　

障害者や高齢者の就業促進という課題の本質は「役割か
らの排除」にあると考えられる。阿部（2011）が指摘する

ように，労働は単なる賃金獲得の手段ではなく，社会から
の存在意義の承認と「役割」の付与という機能を有する。
本研究において，利用者や地域住民が放置竹林の拡大とい
う社会的課題の解決という共通目標を共有し，必要な存在
としての「役割」を取得・遂行・承認される機会を得たこ
とが，継続的な参加の動機づけになったと推察される。

竹林整備という活動は，竹の伐採，枯れ竹の搬出，竹炭
の製造といった，作業の細分化が可能な特性を有している。
竹の伐採作業は，周囲に人がいながらも集中できる環境で
あり，伐採技術の習得につながる研究する楽しさがある。
枯れ竹の搬出や竹炭製造においても，人と関わらずに作業
することが可能である一方，共同作業を通じてコミュニ
ケーションの促進を図れるといった，参加者が自分に合っ
た関わり方を選択できることが，活動の持続性を高める重
要な要素である。

本研究では，障害者や高齢者の就業促進という社会課題
を参画・協働を創出する契機として位置づけ，放置竹林を
管理・活用する枠組みを構築した。竹材の伐採から竹炭製
造，土壌改良，農産物生産，食品加工，販売に至る一連の
プロセスを導入することで，新たな付加価値を創出すると
同時に，各プロセスに多様な主体が参画できる機会を創出
した。このプロセスの多様化による付加価値の創出は，竹
の資源化に参画する主体の増加と経済的持続可能性の確保
に不可欠な要素であった。実装モデルを構成する主体や資
源は地域社会において新しいものではないが，それらを単
に一つの「プラットフォーム」に集積するだけでは不十分
であり，それらを一定の「秩序」として形成させることが
機能発揮の条件となる。この枠組みにより，障害者就労支
援施設，高齢者サロン，地域住民，食品加工事業者など多
様な主体の参画による協働的な課題解決が実現され，大崎
町においては，延べ 347 名が参加して 3,027 m2 の放置竹林
を整備するという成果が得られた。また，工賃の向上（全
国平均 233 円→ 600 円）と農産物の収益性向上（サツマイ
モ 100 円 /kg → 711 円 /kg）といった経済的価値のみなら
ず，社会参加や役割獲得という社会的価値の創出も実現し
ている。大崎町での実装に続き，薩摩川内市への展開にお
いても延べ 73 名が竹林整備に参加し，放置竹林 3,002 m2 を
整備するなど同様の成果が得られ，放置竹林問題の解決に
寄与することが示された。

本研究では，コミュニティによる協働を通じた社会課題
解決の実証，竹林を新たな職域とする就労機会の創出を行
うことで，放置竹林の拡大問題に対する実装モデルの有効
性及び他地域への展開可能性を明らかにした。本研究を通
じて提示された制度，役割分担，手法は，同様の課題を抱
える他地域においても応用可能な枠組みであり，放置竹林
問題の解決と障害者・高齢者の就業促進の両立に資するも
のである。

5.2　今後の課題と展望
本研究の実装モデルには以下の 3 点の課題が存在する。
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第一に，本モデルの実装が可能となった背景には，対象地
域における自治体職員や地域住民等の基本的な協力姿勢と
いう前提条件が存在する。4.2.2 項で整理したように，本モ
デルの他地域展開には「放置竹林が社会課題として認識さ
れている地域」「地域住民に受け入れられている障害者就労
支援施設の存在」「地域内での付加価値創出を可能にする連
携先の存在」という 3 つの必要条件が明らかになった。こ
れらの必要条件は，全国的に放置竹林問題が顕在化してい
る現状，および障害者就労支援施設が各都道府県に広く存
在していることを踏まえると，多くの地域において充足さ
れる可能性が高い。今後，複数地域における実装事例が蓄
積されることで，地域特性（人口規模，高齢化率，放置竹
林面積等）と必要条件の充足状況との関係，ならびに障害
者就労支援施設の地域受容を促進するプロセスの体系的な
分析が可能となる。こうした本モデルのような，地域資源
活用と多様な主体の参画・協働を組み合わせた実装モデル
に関する比較事例を蓄積し，体系的レビューを行うことは，
本モデルのさらなる展開可能性を高める上で重要な研究課
題である。第二に，本研究ではモデルの有効性と展開可能
性を実践的な視点から検証するため，筆者がコーディネー
ターとしてモデル実装に積極的に介入するアクションリ
サーチを採用している。そのため，筆者によるバイアスが
存在する可能性は否定できず，この点については今後の研
究課題として検証する必要がある。複数の研究者による観
察，第三者による効果検証，長期的な追跡調査などを通じ
た研究結果の妥当性と信頼性の向上が求められる。第三に，
中間支援機能に関する課題が挙げられる。福原（2014，2017）
は中間支援機能を，事業育成の「インキュベート機能」，主
体間連携による課題解決の「インターミディアリー機能」，
資金確保の「ファンド機能」の 3 つに分類している。本研
究ではこれらの機能を筆者が担ってきた。2.2節で述べたよ
うに，障害者の社会参加を促進するためには社会の受容体
制の整備が不可欠である。筆者は地域に向けた情報発信や
仕組みづくりを行ってきたが，これらの活動には時間，費
用，多分野にわたる人員が必要であり，個々の就労継続支
援事業所や地域おこし協力隊の業務として実施するには限
界がある。特に費用負担については，社会的包摂を目指す
ための仕組みづくりとして国や地方自治体が担うべきであ
り（中尾，2017c），4.2.2 項で示した学識経験者の支援を受
けた地方自治体や社会福祉協議会などの関係団体を中心
に，多分野にわたる人員を集め，ステークホルダー間の役
割の設計や地域との協働を生み出すコーディネーターを導
入する新たな仕組みの構築が必要である。今後の研究では，
国や地方自治体が担うべき役割の具体的内容を示すため，
モデル導入プロセスの可視化，効果的なインセンティブ設
定や評価方法の確立などを通じて，中間支援体制の構築に
必要な諸要件を抽出し，持続可能なコーディネート機能の
確立条件を明らかにすることを今後の研究課題としたい。
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